
~メンタル不調者を出さない職場作りのために~

メ ン タ ル ヘ ル ス
管 理 者   研   修

主 催 愛知県下各労働基準協会 実施機関 一般社団法人  名北労働基準協会

会 場 一般社団法人 名北労働基準協会 3階 大会議室 名古屋市北区清水1-13-1

講 師 公認心理師・シニア産業カウンセラー・特定社会保険労務士

新 美 智 美 氏◆講師プロフィール◆

株式会社教育デザインラボ/フローリッシュ社労士事務所所長  

名北労働基準協会 メンタルヘルス相談室長
数多くの企業からメンタルヘルス等の相談を受け、またメンタルヘルス等各種社員
研修の講師も行い、名北労働基準協会実施の出張労働劇「まさかパワハラ加害者に
なるなんて」では脚本及び劇中解説も務める。

内 容 ●メンタルヘルスに関する基礎知識

●メンタル不調の未然防止

●メンタル不調の早期発見・適切な対応

●職場復帰における支援

※講師からのわかりやすい説明と
参加者相互のグループ討議を行います。

対 象 ライン監督者、労務人事担当者 等

費 用 会員 6,000円 非会員 7,000円 （資料代、消費税を含む）

定 員 ４５名 （定員になり次第締め切ります。）

その他 研修修了者には「修了証」を交付します。

お申込はこちら

日 時 令和 6年 7月  23日 (火) 令和 6年 11月 26日（火）
令和 7年 3月  4日（火） ・いずれも13時30分～16時30分

職場でメンタル不調者が発生すると、不調者本人やその家族の苦痛だけでなく、上司は不調者への対
応や業務の調整に追われ、周辺の社員は業務量の増加による長時間労働を強いられ、モチベーションが
低下し、事故やミスの発生する確率が高まり、結果として企業の生産性の低下や業績の悪化を招くこと
に繋がります。
職場のメンタルヘルス対策を推進するためには、組織として対策を推進するとともに、各職場で直接

部下を使用される管理者が、メンタル不調を生まない職場環境の実現、メンタル不調者の早期発見と労
務管理上の適切な対応を行うことが重要となります。
そこで、愛知県下の各労働基準協会では、管理者の方対象とした「メンタルヘルス管理者研修」を開催
いたします。メンタル不調を起こさせない職場環境づくりと、適切な労務管理の実施のためぜひともご
活用ください。



メンタルヘルス管理者研修

・この受講申込書でご提供頂いた個人情報は、今回お申込み頂いた講習会の受講者資料並びに講習のご案内送付用として

使用し、受講者の同意なく目的外の利用を行うことはありません。
R6年度年間

講習会等申込書（コピー可）

申込協会 労働基準協会 会員番号
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事業内容 労働者数 名

受
講
者
名

区分 氏 名 所属部署・職名 受講日 ご案内送付先

受講者・担当者
(部署名

様)

会費支払時期

令和 年 月 日

レを付して
ください

●会場案内 一般社団法人名北労働基準協会

【会場アクセス】
「名 鉄」清水駅徒歩４分、東大手駅徒歩８分
「地下鉄」名古屋城駅①番出口より徒歩12分
「バ ス」市バス・名鉄バス清水口より徒歩5分
「お 車」名古屋高速 黒川出口より5分

会場には受講者専用駐車場がありません。車
にてお越しの場合は近隣に駐車場があります。
十分時間をみていただいたうえ、有料駐車場
を各自の責任・負担でご利用ください。

愛知県下の企業勤労者等の皆様が、
年間約１万人受講される会場です。

申込日 令和 年 月 日

ご記入
不要です

名北労働基準協会員
のみご記入ください。
（郵送時封筒に記載）

〇をつけて
ください

申込要領

□7月23日 □11月26日
□3月4日

□7月23日 □11月26日
□3月4日
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